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は じ め に 

新型コロナウイルス感染症が世界的に猛威を振るう中、日本をはじめ世界各国が感染

拡大防止に向けた取組を進めております。 

これまで、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民が一丸とな

って、基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の自粛、「三つの密」（密閉空間、密

集場所、密接場面）を避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染

させないように徹底を図った結果、取組の成果が少しずつ見え始めております。 

 政府においては、今後、各都道府県における感染の状況を踏まえつつ、「三つの密」

の回避を中心とした、より社会経済活動の維持との両立に配慮した取組に段階的に移行

していくこととしております。 

 数か月前には全く想像していなかった日常を送っている今、かつてない大打撃を受け

た観光産業を再始動させていくためには、ソーシャルディスタンスの確保をはじめとし

た「三つの密」の回避や衛生面の充実など、今後、旅行者から求められるニーズに的確

に応えていく必要があります。 

 このため、本県では、感染拡大防止対策の一環として、庁内関係部署や関係団体の専

門家等の協力を得て、宿泊施設や観光施設向けに、「新型コロナウイルス感染症に関す

る対応指針」を作成しました。 

本指針では、旅行者や従業員の感染防止対策とともに、感染が疑われる症状等の旅行

者や従業員に係る対応を明記し、本県としての指針を定めることで、県内事業者と本県

への旅行者の安全・安心を確保していきたいと考えております。 

事業者におかれましては、対応マニュアルの作成や見直しなど、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止対策を講じるに当たり、業界団体におけるガイドラインをはじめ、

本指針をご活用いただければと考えております。 

本指針が、事業者の皆様における感染拡大防止の徹底、さらには、安全・安心の確保

とおもてなしの質の向上の一助となれば幸いです。 

  なお、本指針については、今後の状況を踏まえて逐次改定していく予定です。 

令和２年５月 

静岡県スポーツ・文化観光部長  植田 基靖
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第１ 感染拡大防止対策の基本方針 

 

本指針は、県内の宿泊施設や観光施設が、対応マニュアルの作成や見直しなど、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を講じるに当たり、参考としていただくためのも

のです。 

本指針では、第１に基本方針、第２以降に基本方針に基づく具体的な対策についてまと

めました。 

各施設におかれましては、本指針等を参考に、各施設の状況に応じて、柔軟かつ徹底し

た感染拡大防止対策を講じていただきますようお願いします。 

 なお、本指針は、新型コロナウイルス感染症の最新の知見、関係者等の要望、事業者側

の受入体制等を踏まえて必要な見直しを行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内の宿泊施設や観光施設は、次の感染拡大防止対策を講じることを基本とする。

 

１ 旅行者に対する対策 

（１）必要に応じて旅行者の制限や誘導を行うこと 

（２）手指の消毒設備の設置を行うこと 

（３）マスクの着用等の要請を行うこと 

（４）「三つの密」を徹底的に避けること 

（５）室内の換気や人と人との距離を適切にとること 

（６）その他、基本的な感染防止対策の徹底等を行うこと 

  

 ２ 従業員に対する対策 

（１）検温等による体調管理を励行すること 

（２）マスク着用を励行すること 

（３）勤務シフト活用による時差出勤を実施すること 

（４）休憩・食事時間を分散すること 

（５）在宅勤務を積極的に活用すること 

（６）その他、基本的な感染防止対策の徹底等を行うこと 

 

３ 再開に向けた考え方 

（１）施設ごとに徹底した感染防止対策を講じた上で再開する。 

（２）県外からの旅行者が多く訪れる施設などは、人数制限を行うなどの対策を 

検討する。 

（３）感染が生じた施設については、速やかに休館など営業活動を自粛し、消毒  

等の措置を講じる。 

基本方針
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第２ 新型コロナウイルス感染症の特性 

 

１ ウイルスの特性 

・「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」は、コロナウイルスの一つです。コロナウイ

ルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや「重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）」

ウイルスなどが含まれます。これまでに人に感染するコロナウイルスは７種類見つか

っており、その中の一つが「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」です。 

・「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」による感染症を、「新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）」と呼んでいます。 

・新型コロナウイルスに感染すると、発熱や呼吸器症状が１週間前後持続することが多

く、強いだるさ（倦怠感）や強い味覚・嗅覚障害を訴える人が多いことが特徴です。 

  

 

 

 

 

     

・感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと比べ、重

症化するリスクが高いと考えられます。重症化すると肺炎となり、死亡例も確認され

ているので注意が必要です。特に、ご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい

可能性が考えられます。 

・世界保健機関（ＷＨＯ：World Health Organization）によると、現時点において潜伏

期間は１日～14 日（一般的には約５日）とされています。 

・有効性が確認された特異的な抗ウイルス薬やワクチンは現時点では存在せず、治療方

法としては対症療法が中心です。 

・現時点では、新型コロナウイルス感染症は不明な点が多い感染症ですので、正しく認

識して、冷静に対処することを心掛けましょう。 

 

■ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれか

がある場合 

■ 重症化しやすい方等（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場

合 

 （※）高齢者、妊婦、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患があ

る方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

■ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」(P24)にご相談ください
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２ 感染方法（感染防止に注意する場所等） 

 ・一般的な状況における感染経路の中心は、飛沫感染と接触感染です。 

飛沫感染 
感染者の飛沫（くしゃみ、せき、つばなど）と一緒にウイルスが放出

され、2m 以内の至近距離にいる他の人がそのウイルスを口や鼻などか

ら吸い込んで感染します。 

接触感染 
 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れる

とウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、

その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。 

・閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくし

ゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。また、発症

前２日の者や無症候の者からの感染の可能性も指摘されています。 

 ・特に、以下の３つの条件（以下、「三つの密」という。）のある場では、クラスター

（患者間の関連が認められた集団）の発生により、感染を拡大させるリスクが高いと

考えられています。 

密閉空間 換気の悪い密閉空間である 

密集場所 多くの人が密集している 

密接場面 互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる 

 ・また、これ以外の場であっても、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すこと

や歌うことにはリスクが存在すると考えられており、激しい呼気や大きな声を伴う運

動についても感染リスクがある可能性が指摘されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典：首相官邸 HP より）
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（出典：首相官邸 HP より）

第３ 感染予防対策（日頃の安全対策） 

 

１ 日常の感染予防対策 

 ・まずは、手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめ

に石けんで手を洗うか、アルコール消毒液などで消毒しましょう。 

 ・咳などの症状がある方は、咳やくしゃみをするときに手で口を押さえると、その手で

触ったものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能性

がありますので、次の咳エチケットを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安全管理（施設の衛生管理や従業員の健康管理） 

 ・基本的には、従業員と旅行者（宿泊施設：宿泊者、入館者／観光施設：来場者）及び

旅行者同士との接触をできるだけ避け、対人距離を確保（できるだけ２ｍを目安に）

することのほか、次のような留意事項が考えられます。 
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・ 旅行者の整理（密にならないように対応。発熱や軽度であっても咳・咽頭

痛などの症状がある方の入場制限を含む。） 
・ 入口及び施設内の手指の消毒設備の設置 

・ マスクの着用（従業員や旅行者に対する周知） 
・ 施設の換気（２つの窓を同時に開けるなど） 
・ 施設の消毒 

基本的な留意事項 

【共通事項】 

・ 他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。

・ 複数の人の手が触れる場所を定期的に消毒する。 

・ 手や口が触れるようなもの（コップ、箸など）は、適切に洗浄消毒する

など特段の対応を図る。 

・ 人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。

・ ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。 

・ 手洗いや手指消毒の徹底を図る。 

【トイレ】 ※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意 

・ 便器内は、通常の清掃で良い。 

・ 不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。 

・ トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。 

・ ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。 

・ ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止する。 

【休憩スペース】 ※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意 

・ 一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする。

・ 休憩スペースは、常時換気することに努める。 

・ 共有する物品（テーブル、いす等）は、定期的に消毒する。 

・ 従業員が使用する際は、入退室の前後に手洗いをする。 

【ゴミの廃棄】 

・ 鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。 

・ ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。 

・ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗う。 

【清掃・消毒】 

・ 市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通

常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭

消毒する。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。 

その他の留意事項 
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（出典：厚生労働省 HP より） 

（出典：厚生労働省 HP より） 
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・特に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクを高めるとされる環境（「三つ

の密」）における衛生管理に留意しましょう。 

 

 

 

 

 

○ 宿泊施設における留意点 

詳細等は下記をご覧ください 

➣「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第１版）」 

      ＜全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会／日本旅館協会／全日本シティホテル連盟（2020年５月14日）＞ 

➣「ホテル業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」 

＜日本ホテル協会（初版 2020.5.14）＞ 

  ① 入館時（ロビー等） 

・ 万が一感染が発生した場合に備え、宿泊客等の名簿を適正に管理する 

・ 入館の際に手指の消毒を依頼する 

 

② 送迎時 

・ 送迎車の運転席と後部座席の間にはビニールシート等で仕切りを設置する 

 

③ チェックイン 

（チェックイン待ち） 

・ 間隔を空けた待ち位置の表示など、宿泊客同士の距離を保つ 

・ 客室でのチェックイン手続きに変更する等 

（チェックイン手続き） 

・ フロントデスクは宿泊客との距離を保つ、又はアクリル板・透明ビニールカー

テンなどで遮蔽する 

（宿泊カードの記入） 

・ フロントデスク、筆記具等の頻繁な消毒等 

（館内・客室案内） 

・ 従業員による説明ではなく、文書の配布や動画による紹介等を導入する 

（ルームキー、キーカードの受渡し） 

・ 返却されたルームキー、キーカードの消毒 

   

④ エレベーター 

（ボタンの操作） 

■ 高頻度接触部位 

 「テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、キーボ

ード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口 、手すり・つり革、エ

レベーターのボタン など」

消毒の重点箇所（例） 
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・ エレベーター内やボタンの定期的な消毒 

（他の宿泊客との同乗） 

・ 少ない人数でブザーが鳴るよう重量センサーを調整する 

・ 乗車人数の制限等 

 

⑤ 客室 

（ドアの開閉） 

・ ドアノブの消毒 

（部屋の設備（※）への接触） 

・ 清掃時に消毒液等を使って表面を消毒 

※ テレビ・空調のリモコン、金庫、照明スイッチ、電気スタンド、座卓、押入

れ、冷蔵庫、電話、トイレ、蛇口等 

  （部屋の備品への接触） 

・ コップ、急須、湯飲み等は消毒済のものと交換する 

・ 使用済アメニティは廃棄する 

・ 館内用スリッパは使い捨てに変える又は消毒を徹底する 

（換気） 

・ 空調機を外気導入に設定する 

 

⑥ 大浴場 

・ 入場人数の制限 

（更衣室） 

・ ドアノブ、セキュリティロック、ロッカー等の清拭消毒 

（浴室内） 

・備品等の清拭消毒、浴室内の喚起強化 

・浴室、浴槽内における対人距離の確保の要請等 

（化粧台） 

・ドライヤー等備品の清拭消毒、化粧品・ブラシ等の持参要請等 

（休憩室） 

・一度に休憩する人数を減らす、常時喚起に努める 

・共有する物品（テーブル・いす等）を定期的に消毒する 

・使用後の備品（ソファー、マッサージ機、体重計等）の清拭消毒の協力要請等 

 

⑦ 食事 

（宿泊者） 

・ 食事前の手洗い又は手指消毒を依頼する 

・ 横並び着席の励行又はテーブルの間隔を広げる 

・ 入場者数、滞在時間を制限する 

・ 会場の換気強化 

・ お酌や盃の回し飲みは控えるよう依頼する 

・ 従業員からの料理説明を説明メモに変更する 

・ 鍋料理や刺身盛り等は一人鍋、一人盛りに変更又は従業員が取り分ける 

・ ビュッフェ方式をセットメニューでの提供に変える等 
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（従業員） 

・ 盛り付け、配膳担当者の衛生管理の徹底 

・ 下膳作業後の手洗い、手指消毒の徹底 

・ 食事後のテーブル、備品等の消毒の徹底 

 

⑧ チェックアウト 

（チェックアウト待ち） 

・ 間隔を空けた待ち位置の表示など、宿泊客同士の距離を保つ 

（ルームキー、キーカードの返却） 

・フロントスタッフの手指消毒、返却後のキーの消毒 

  （宿泊料金の支払い） 

・ フロントデスクをアクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する 

・ カード決済の導入等 

 

⑨ 清掃等の作業 

・ 清掃時はマスク及び使い捨て手袋を着用する 

（寝具の片付け等） 

・ 使用済みのリネン類は回収後に人が触れないように密閉保管し、洗濯・消毒す

る 

（室内清掃） 

・ 使用した浴衣、室内スリッパ等は全て洗濯・消毒済みのものと交換する 

・ 使用済みのタオルは、回収後に人が触れないように密閉保管し、洗濯・消毒する 

・ ゴミはビニール袋で密閉して処理する 

（浴室清掃） 

・ 浴室内の設備・備品を清掃後、消毒する 

・ 清掃時に換気し、完全に空気を入れ替える 

・ 脱衣室内の設備・備品を消毒する 

  （館内清掃） 

・ 通常の清掃後に、不特定多数が触れる場所を消毒する 

・ ドアノブ、エレベーターのボタン、階段の手すり、フロントデスク、共用パソ

コン、自動販売機のボタン等は、定期的に消毒する 

（トイレ） 

・ 便器内は通常の清掃で良い 

・ 扉や洗浄レバー、蛇口等不特定多数が触れる場所は、定期的に消毒する 

・ ハンドドライヤーは止め、ペーパータオルを設置する 

・ 換気扇を常時オンにする 

 

○ 旅行業における留意点 

詳細等は下記をご覧ください 

➣「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第１版）」 

      ＜日本旅行業協会／全国旅行業協会（2020 年５月 14 日）＞ 
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① 来店時 

・ 電話やメールでの旅行相談、オンラインによる旅行申し込みを勧める 
・ 来店者には事前の来店予約を依頼し、入店者を制限する 
・ 入店の際に手指の消毒及びマスクの着用を依頼する 

 
② 相談・申し込み時 

・ 間隔を空けた待ち位置の表示を行う 
・ カウンターにアクリル板や透明ビニールカーテンを設置し、従業員はマスクやフェ

イスシールドを着用する 
・ カウンターや申込書記入台、筆記具等の頻繁な消毒等 
・ 旅行代金の支払いは振込やカード決済等を勧める 
・ 後日発券のクーポン等は、電磁的方法による手交、又は郵送等で送付する 
 
③ 旅行業務取扱上における対策 

（交通・宿泊などのみの手配） 

・ 手配する旅行サービス提供事業者が適切な感染防止対策を取っているか確認する

よう、お客様に案内する 
・ 手配する交通機関・宿泊施設等で感染防止対策が講じられているかをお客様が認識

して選定できるよう、必要に応じて情報提供する 
 
（フリープラン、ダイナミックパッケージ ＜募集型企画旅行＞） 

・ 手配する旅行サービス提供事業者は、原則として適切な感染防止対策を取っている

事業者に限定する 
 
（団体旅行 ＜募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行＞） 

 (ⅰ) 旅行の企画 

・感染状況に応じた適切な旅行先を選定する 

・本県から、県外への移動自粛の要請がなされていないことを確認する 

 

   (ⅱ) 企画の際の旅行サービス提供事業者等の選定 

・旅程に組み込む交通機関、宿泊施設、観光施設、食事施設等については、適切な

感染防止対策を取っている事業者に限定する 

 

 (ⅲ) 旅行実施の判断（標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部 第 17・18 条関係） 

    ・感染状況の変化等により旅行の安全かつ円滑な実施が困難となった場合、又は困

難となる可能性が高い場合には、旅行の実施を中止する 

    ・旅行開始後であっても、感染状況の変化によりその後の旅行の安全な継続が困難

となる可能性が高いことが分かった場合は、旅行を中止し、出発地に引き返す 

 

(ⅳ) 旅行実施に関する助言（手配旅行） 

・感染状況の変化等により旅行の安全かつ円滑な実施が困難となった場合、又は困 

難となる可能性が高い場合には、旅行の実施の是非を検討するよう、旅行者（団

体責任者）に助言する 
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・旅行開始後であっても、感染状況の変化によりその後の旅行の安全な継続が困難

となる可能性が高いことが分かった場合は、旅行の継続の是非を検討するよう、

旅行者（団体責任者）に助言する 

 

(ⅴ) 三密リスクを下げる旅程管理 

 ア 交通機関・宿泊施設 

    ・利用する交通機関や宿泊施設の感染防止対策に従った利用ができるよう、旅程管理する 

 イ 観光施設等 

・団体客が集まって「密」の状態を作らないよう、ガイドレシーバーを利用した

ガイド等を行う 

・施設入口や施設内部で「密」の状態を作らないよう、小グループに分け、時間

差をつけた入場等を行う 

 ウ 食事 

・食事施設の感染防止対策に従った利用ができるよう、旅程管理する 

・施設以外の食事においても、時間をずらす、お客様同士の距離を確保する等に留意する 

・食事施設の従業員からの料理説明を説明メモにするなど、接触をできるだけ少なくする 

・人数が多い団体の場合は、昼食を弁当にする等 

 

  ⑥ 添乗員がつかない場合は、旅行サービス提供事業者と協力して旅程管理を行う 

 

  ⑦ お客様及び添乗員等関係者の健康管理 

   ・出発前に体調確認（体温、体調チェック）を行い、発熱や感染の疑いのある症状

を呈している場合は、旅行参加を遠慮していただく 

・旅行中に体調不良になった場合は、旅行から離団し、最寄りの保健所や医療機関 

に相談・受診できるよう手配するとともに、他のお客様への感染防止対策を行う 

   ・体調不良者が旅行の出発地又は自宅等に戻るために必要なサービスを手配する 

   ・旅行中に適切な頻度で手洗いやうがいができるよう、休憩場所等を選定する等 

 
○ その他 

・イベントを開催する場合、風通しの悪い空間や、人が至近距離で会話する環境は感染

リスクが高いことから、その規模の大小にかかわらず、その開催の必要性について検

討するとともに、開催する場合には、風通しの悪い空間をなるべく作らないなど、イ

ベントの実施方法を工夫しましょう。 

 ・「健康観察票」及び「行動記録票」（P34～P35）を参考に、従業員の健康チェックを

定期的に行いましょう。 

 ・その他、日頃から、必要な消毒備品の備蓄管理、従業員への定期的な教育・訓練の実

施、迅速な情報共有や意思決定ができる体制づくりに留意しましょう。 

 ■ 感染防止対策の重要性を理解させ、従業員の意識向上に努めましょう。 

➣「新しい生活様式の実践例」(P43 参照)を周知し、日常生活を含む行動変容を促す 

➣ 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、差別され

るなどの人権侵害を受けることのないよう、従業員を指導する  等 
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 ＜参考＞    県有施設における感染防止方針（令和２年５月 15 日版） 

 

 

○ 施設類型等に応じた対策 

■ 施設に応じた感染拡大を予防するための工夫（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施設類型ごとの取組（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 劇場、観覧場、集会場、展示場等 

①マスク着用の上、十分な座席の間隔（四方を空けた席配置等）が確保されること 

②入退出時（入退出時の行列含む）や集合場所等において人と人との十分な間隔（で

きるだけ２ｍを目安に）が確保されること 

③適切な消毒や換気等が行われること 

２ 博物館、美術館 

①マスク着用の上、十分な座席の間隔（四方を空けた席配置等）が確保されること 

②入退出時（入退出時の行列含む）や集合場所等において人と人との十分な間隔（で

きるだけ２ｍを目安に）が確保されること 

③適切な消毒や換気等が行われること 

④必要に応じて、入場の制限等を講ずることにより、施設内の移動においても人と

人との接触を避けるための十分な距離（できるだけ２ｍを目安に）が確保される

こと 

※県有施設向けですが、必要に応じて、感染防止対策の参考としてください。
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○ 県有施設における催物（イベント・会議等）の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中

止又は延期など、慎重な対応が必要 

・イベント開催の可否を判断するに当たっての、当面の目安 

➣ 屋内 100 人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数にすること 

➣ 屋外 200 人以下、かつ人と人との距離（できるだけ２Ｍ）を十分に確保できること

・適切な感染防止策（入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手指

の消毒、マスクの着用、室内の換気等）を実施した上で、開催すること 

・イベントそのものがリスクの低い場で行われたとしても、イベントの前後や休憩時

間などの交流の場で感染拡大のリスクを高める可能性があることを踏まえ、イベン

トの主催者等は、こうした交流等を極力控えることを呼びかけること 

・ライブハウスやナイトクラブなど、密閉された空間において大声での発声、歌唱や

声援、又は近接した距離での会話等が想定されるようなイベント等に関しては、上

記の人数や収容率の目安に関わらず、開催にあたってより慎重に検討すること 

・イベントの主催者等は、参加者の名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、

導入が検討されているスマホを活用した接触確認は接触率の低減や感染の拡大防

止に寄与すること等を周知すること 

【参考】付設施設における対策 

１ 物品販売業を営む店舗 

①マスク着用の上、十分な座席の間隔（四方を空けた席配置等）が確保されること 

②入退出時（入退出時の行列含む）や集合場所等において人と人との十分な間隔

（できるだけ２ｍを目安に）が確保されること 

③適切な消毒や換気等が行われること 

④従業員と客との間や、客と客との間にパーテーションを設けるなど、徹底した

感染症対策を実施すること 

２ 飲食店 

  ①個室などの密閉した部屋の使用や、多人数での使用を控えること 

②座席の間にパーテーションを設け、又は座席の間隔を十分に空けるなど、三密

の環境を徹底的に排除すること 

③接客時等におけるマスク着用、客の入れ替え時の適切な消毒や清掃を徹底し、

大皿での取り分けによる食品提供を自粛すること 

④従業員や出入り業者に発熱や風邪症状がある場合の迅速かつ適切な対応など、

衛生面や健康面の管理を徹底すること 
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３ 感染が疑われる者が発生した場合の対応準備 

・万が一、施設内で感染が疑われる者が発生した場合を想定し、対応方法についてあら

かじめシミュレーションしておくことが大切です。 
 
区分 留意点 

旅行者 

・顧客情報の管理（宿泊施設の場合、宿泊名簿への正確な記載の徹底） 
・施設内での旅行者への掲示等による呼びかけ 

➣ 体調に異変が生じた場合には、必ず施設側に申し出ていただく旨、 
チェックインや来館時に説明する 

➣ マスクの着用をお願いする 
➣ 来館時や食事の際の手指消毒等の徹底をお願いする 

・事前に、他の旅行者と区分して待機する部屋等を決めておく  等 

従業員 

・新型コロナウイルス感染症に関する情報共有 
・手洗、手指消毒、咳エチケットの徹底、マスクの着用 
・施設内の消毒の徹底 
・出勤時の体温と症状がないことの確認と記録管理 
・体調不良の場合は休む 

➣ 自宅安静と適切なタイミングでの受診及びその状況報告と記録管理 

・密閉空間での集会、不特定多数の方との対面接触を控える 
➣ 海外渡航の自粛 

・勤務シフトの見える化（勤務者確認）  等 
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第４ 旅行者に感染が疑われる場合の対応 

 

１ 対応手順（通報から施設消毒まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 帰国者・接触者相談センターへの相談 

・旅行者（宿泊施設：宿泊者、入館者／観光施設：来場者）から体調不良の申出

があり、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合には、詳しい症

状を確認して、施設責任者と情報共有してください。なお、旅行者のマスク着

用（あるいは、タオルやハンカチで口、鼻を覆うなど）と手指消毒を確認する

とともに、従業員も同様にマスクを着用し、感染拡大の予防に努めてください。

・その後、症状のある当該旅行者には、速やかに「帰国者・接触者相談センター」

（Ｐ24）へ連絡するように伝えてください。（本人相談が原則） 

・相談の結果、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合には、医療機関（帰

国者・接触者外来）が紹介されますので、保健所等の指示に従って受診手続き

を行ってください。 

・検査結果が出るまでの間、症状により医療機関での待機（入院含む）や宿泊先

での待機が必要となる場合がありますので、保健所等の指示に従ってください。

② 宿泊先での待機 

・宿泊先での待機となった場合、感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大予防の

必要性を十分説明し、施設内（レストラン、浴場など）の利用を禁止していた

だき、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼してください。 

・感染が疑われる宿泊者は不安を感じられていますので、 電話での声がけなどに

配慮しましょう。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼してください。 

コールセンター 管轄保健所 

帰国者・接触者相談センター 

相談

受付

受診 

調整 
受診調整が必要な方の引継ぎ

受診調整 
疑いがある方の受診 

相談体制（イメージ図）

相談者 
(本人・事業者) 

検査結果 

医療機関 
(帰国者・接触者外来) 
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  ・消毒方法は、第３（前述）の P6 のほか、以下を参考にしてください。 

 

 

 

③ 従業員の接客対応 

・感染が疑われる宿泊者への接触は、できる限り内線電話を使用して交信するな

ど、失礼にならない程度に、できるだけ直接接触しない対応をご検討ください。

・感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスクを着用し、接触後は手指衛生

を確実に行ってください。 

・対応する従業員は、あらかじめ指名しておくなど、その数は極力限定し、対応

してください。 

・使用後のマスクは、再利用せず必ず廃棄してください。廃棄箱にはビニールを

かけておき、処分の際はビニールごと封をして捨ててください。 

④ 保健所への協力 

・保健所から依頼があった場合には、接触した可能性のある他の宿泊者や従業員

の体調など、情報提供にご協力をお願いします。 

・感染が疑われる宿泊者及び同室していた方には 、原則、室内待機していただき、

止むを得ず室外に出るときは、マスクの着用（あるいは、タオルやハンカチで

口、鼻を覆うなど）と手指衛生を求めてください。 

⑤ 施設の消毒 

・マスク及び使い捨て手袋を着用し消毒を行ってください。 

・感染が疑われる宿泊者が利用した区域（客室、レストラン・食堂、エレベータ

ー、廊下等） のうち、手指が頻繁に接触する箇所（ドアノブ、 スイッチ類、

手すり、洗面、便座、流水レバー等）を中心に実施してください。 

・専門事業者に「消毒」を依頼することも可能です。この場合、あらかじめ取扱

事業者を確認してください。 

➣「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」 

（平成30年12月27日付け健感発第1227第１号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知）

➣「新型コロナウイルス感染症に関するＱ＆Ａ」 

  （厚生労働省ホームページ）
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２ 検査後、陽性反応が確認された場合の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 相談者への連絡と医療機関への移動 

・陽性が確定した場合、基本的には主治医から相談者（本人）に連絡が入ります。

・その後は保健所の指示に従い、医療機関へ移動します。医療機関への移動手段

については、保健所の指示に従ってください。 

③ 接触した従業員の健康確認 

・同様に、保健所の指示に従い、感染された当該旅行者に接触した従業員を特定

するとともに、２週間の健康観察（体温・その他症状の有無の確認など。様式

Ｐ34 参照）や行動記録の確認（様式Ｐ35 参照）を行ってください。 

・濃厚接触者の場合は、感染の有無を判断するＰＣＲ検査の対象となりますので、

保健所の指示に従ってください。少なくともＰＣＲ検査結果が判明するまでは

出勤しないよう、対応をお願いします。 

■ 濃厚接触者 

・患者に発症日の２日前以降接触した方のうち、同居又は長時間の接触が 
あった方 

・対面で会話することが可能な距離（お互いに手を伸ばせば届く、およそ 
１メートル以内）で必要な感染予防対策（マスク着用）がなく、かつ 15

分以上の接触があった方 
 

※詳細については、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学

調査実施要領（2020 年 4 月 20 日暫定版）」をご確認ください。 

② 接触した他の宿泊者の確認 

・保健所の指示に従い、感染された当該旅行者に接触した他の宿泊者を特定し、

保健所の指示に従ってください。 

・濃厚接触者の場合は、感染の有無を判断するＰＣＲ検査の対象となりますので、

保健所の指示に従ってください。 
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④ 施設の消毒 

・「１ 対応手順（通報から施設消毒まで）」（前述）の場合と同様です。 

（P16 参照） 

⑤ 他の旅行者への説明 

・感染された当該旅行者への対応により、他の旅行者にも影響を及ぼす場合があ

るため、 他の旅行者に対して、施設として適切に対応している旨を伝えます。

・なお、旅行者への説明は、県・政令市の発表内容を確認した上で、保健所等の

指導のもと行ってください。 

⑥ 旅行会社への説明（ツアーの場合） 

・今後のツアーに影響を及ぼす場合があるため、旅行会社への説明も必要と考え

られます。 

⑦ 報道対応 

・基本的に、県・政令市が発生状況について記者発表します。 

・陽性が確認された方が発生した場合、報道機関から取材がある可能性が考えら

れます。 

・個人情報の保護に配慮し、県・政令市の記者発表の内容を踏まえ、対応するこ

とになります。 

・あらかじめ、対応方針（対応窓口や対応責任者など）を決めておき、一元的に

対応することが望ましいです。 

・なお、感染者は被害者であり、感染された旅行者や従業員を差別しないように

配慮してください。 
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第５ 従業員やその家族に感染が疑われる場合 

 

１ 対応手順（通報から施設消毒まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 接触者の確認等 

 

 

 

 

 

① 帰国者・接触者相談センターへの相談 

・次のような場合には、第４（前述）の場合と同様に、帰国者・接触者相談セン

ターに連絡し指示に従ってください。 

  ➣ 従業員から、本人または家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症

状の申し出があった場合 

  ➣ 感染が疑われる旅行者に接触した可能性があり、発熱など体調不良の申し

出があった場合 

② 自宅待機 

・帰国者・接触者相談センターの指示があるまでは、自宅待機させます。 

・ご家族に症状がある場合も同様に、指示があるまで従業員を自宅待機させるこ 

とが、感染拡大の防止につながります。 

③ 施設の消毒 

・第４（前述）の場合と同様です。（P16 参照） 

① 当該従業員と接触した従業員の健康確認 

・当該従業員に接触した従業員を特定するとともに、健康状態を確認してくださ 

い。 

・症状がある場合は、旅行者の場合と同様に、帰国者・接触者相談センターに連 

絡し指示に従ってください 。 
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② 他の旅行者への説明 

・第４（前述）の場合と同様です。（P18 参照） 

③ 旅行会社への説明（ツアーの場合） 

・第４（前述）の場合と同様です。（P18 参照） 

④ 報道対応 

・第４（前述）の場合と同様です。（P18 参照） 

■ 再開に向けた考え方 

    

休館など営業活動を自粛した場合には、次の事項に留意し再開を検

討してください。 

 

（１）施設ごとに徹底した感染防止対策を講じた上で再開する。 

（２）県外からの旅行者が多く訪れる施設などは、人数制限を行うな

どの対策を検討する。 

（３）感染が生じた施設については、速やかに休館など営業活動を自

粛し、消毒等の措置を講じる。 
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第６ 風評被害の防止 

 

１ 感染症による風評被害の概要 

〇 定義 

 

 

 

 

 

〇 旅行を必要以上に手控える主な原因 

   

 

 

〇 風評被害の過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「観光関連産業における感染症風評被害対策マニュアル」＜国土交通省 観光庁（2009 年 12 月）＞

■ 感染症に関する正しい情報の不足 

■ 感染症の危険性に関する情報に対する消費者の過剰反応 

■ 消費者の地理的な誤認識 

■ ある地域で感染症が流行し、情報に接した多くの消費者がその地域を旅行

することが著しく危険であるかのように誤認して旅行を手控え、観光関連

産業が有形（経済的損失）、無形（ブランドイメージの低下）の損失を被

ること 

■ 感染症が発生・流行している地域の周辺地域が、実際には感染が流行して

いないにもかかわらず、流行地域と同一視されることにより、周辺地域へ

の旅行者が減少して観光関連産業が損失を被ること 
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〇 各期間における風評被害の対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「観光関連産業における感染症風評被害対策マニュアル」＜国土交通省 観光庁（2009 年 12 月）＞

■ 「平時」における対策 

・ 対策組織や情報の収集・発信体制を整備しておく 

・ 観光関連産業以外の関係者とも関係を構築しておく 

・ 感染症の国内発生に備える 

■ 「発生初期」における対策 

・ 感染症による従業員や旅行者の健康被害を最小限に抑える 

・ 風評による需要の落ち込みをできるだけ抑える 

・ 需要創造期に向けた準備を整える 

■ 「需要創造期」における対策 

・ 風評により落ち込んだ需要の回復スピードを速める 

・ 風評被害発生前に比べ、新たな旅行需要を創造する 

対策のねらい 
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２ 迅速な初動対応の実施 

 

 

 ・医療機関（帰国者・接触者外来）で新型コロナウイルスの感染が確認された場合や、

感染者が宿泊施設を利用したことが判明した場合、迅速な対応が求められます。 

 ・迅速な対応は、感染拡大や風評被害の防止、さらにはお客様の安心に繋がります。不

適切な情報の隠蔽は、結果的に今後の営業に悪影響を及ぼす場合がありますので、十

分に留意が必要です。 

 ・特に、従業員が感染した場合には、営業自粛の検討や、予約されている旅行者等への

連絡など、様々な対応が想定されますので、あらかじめ役割分担を決めておくなど、

体制づくりに留意しましょう。 

  （役割分担の例） 

 区分 内容 

施設責任者 

・報道対応（施設名の公表可否等の検討を含む） 

・施設内での感染拡大防止対策の指示 
・営業自粛等の決定 

総 務 管 理 

・関係機関との連絡調整 
・従業員の健康チェック、従業員とその家族に対するケア 
・行政や金融機関の経営支援制度などの確認 

フロント受付 

・予約者を含めた旅行者への対応 
 （事案や対応状況の説明、健康状態の確認等） 
・お問い合わせへの対応 

 

３ 報道機関や周辺地域等への説明 

 区分 内容 

報道機関 

・P18 で説明したとおり、基本的に、県・政令市が発生状況につ

いて記者発表しますので、個人情報の保護に配慮し、県・政令

市の記者発表の内容を踏まえ、対応することになります。 

・あらかじめ、対応方針（対応窓口や対応責任者など）を決めて

おき、一元的に対応することが望ましいです。 

関係機関 

及び 

周辺地域 

・地域への影響も想定し、観光協会や旅館組合などへの連絡も必要

と考えられます。 
・今後のツアーに影響を及ぼす場合があるため、旅行会社への説

明も必要と考えられます。 

・地域理解を得るため、地域住民への説明も必要と考えられます。

・自施設での感染防止対策の取組をホームページ等に掲載する。 

「発生初期」における対策において、迅速な初動対応の実施は、感染拡大や風評被

害の防止、さらにはお客様の安心に繋がりますので、十分に留意しましょう。 
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第７ 参考資料 

 

１ 新型コロナウイルス感染症に関する主な相談窓口 

（１）帰国者・接触者相談センター ＜24 時間受付対応＞ 

 

 

 

 

 

 

 【帰国者・接触者相談センター】 

お住いの市町 
平日 

8：30～17：15 
左記以外の時間 
（土日祝も含む）

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎

町、西伊豆町、熱海市、伊東市、沼津市、三

島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、

清水町、長泉町、御殿場市、小山町、富士市、

富士宮市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原

市、吉田町、川根本町、磐田市、掛川市、袋

井市、御前崎市、菊川市、湖西市、森町 

☎ 050-5371-0561 
☎ 050-5371-0562 

☎ 050-5371-0561

静岡市 9：00～20：00（毎日） 
☎ 0570-08-0567 

左記以外の時間（毎日）

☎ 054-249-2221 
浜松市 ☎ 0120-368-567 

 ※ 聴覚に障害のある方や電話での相談が難しい方は、FAX ０５４－２８１－７７０２

を御利用ください。 

次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。  

■ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のい

ずれかがある場合 

■ 重症化しやすい方等（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が

ある場合 

 （※）高齢者、妊婦、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎

疾患がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用

いている方 

■ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 
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（２）新型コロナウイルス感染症一般に関する相談窓口 

  ○ 感染症の予防などに関する相談 

相談窓口 静岡県健康福祉部 医療局 疾病対策課 

電話相談 
平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで 
☎ 054-221-8560  ☎ 054-221-3296 

 
（３）新型コロナウイルスに関する中小企業等相談窓口 

  ○ 資金繰りに関する相談 

相談窓口 静岡県経済産業部 商工業局 商工金融課 

電話相談 
平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで 
☎ 054-221-2525 

 
○ 経営に関する相談 

相談窓口 静岡県経済産業部 商工業局 経営支援課 

電話相談 
平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで 
☎ 054-221-2806 

 
○ 雇用に関する相談 

相談窓口 静岡県経済産業部 就業支援局 労働雇用政策課 

電話相談 
平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで 
☎ 054-221-2825 

 
（４）静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金に関する相談窓口 

相談窓口 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 相談コールセンター 

電話相談 

9：00～17：00 
☎ 090-9023-8443 ☎ 090-9023-8488 ☎ 090-9023-8577 
☎ 090-9023-8796 ☎ 090-9023-8813 ☎ 090-9023-8864 
☎ 050-5371-1191  ☎ 050-5371-1192 
※「静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金ポータルサイト」も

ご活用ください。＜静岡県ホームページ 総合サイト（P26）参照＞ 
 
（５）本指針に関するお問い合わせ 

相談窓口 静岡県スポーツ・文化観光部 観光交流局 観光政策課 

電話相談 
平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで 
☎ 054-221-3617 
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（６）関連サイト等 

○ 静岡県ホームページ（新型コロナウイルス感染症に関する総合サイト） 

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19.html 

○ 静岡県ホームページ（新型コロナウイルス感染症に関する支援関連サイト） 

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/cv010/cv-info.html 

○ 静岡県ＬＩＮＥ 

       @shizuokapref 

○ 厚生労働省ホームページ（新型コロナウイルス感染症に関する総合サイト） 

       https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

○ 厚生労働省ホームページ（ＳＮＳ心の相談） 

       https://lifelinksns.net/ 

○ 静岡県インバウンド多言語コールセンター 

       旅行者が外国人の方の場合に、適宜、ご活用ください。 
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２ チェックリスト 

（１）職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト＜厚生労働省＞ 
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出典：令和２年３月 31 日付け基安発 0331 第２号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知 

「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について（要請）」 
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（２）県有施設における感染防止対策（チェックリスト）＜静岡県＞ 

  ○ 県有施設向けですが、必要に応じて、感染防止対策の参考としてください。 
項 目 チ ェ ッ ク 内 容 

接触感染の 

リスク評価 

□他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所と頻度を特

定 

□高頻度接触部位（テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気の

スイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、

蛇口、手すり・つり革、エレベーターのボタンなど）には特に注

意 

現
状
の
リ
ス
ク
評
価 

飛沫感染の 

リスク評価 

□換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持でき

るか、施設内で大声などを出す場がどこにあるかなどを評価 

基本的な留意点 

□人との接触を避け、対人距離を確保（できるだけ２ｍを目安。

床に立ち位置を明示するなど密にならない工夫） 

□感染防止のための入館者の整理（密にならないように対応。発

熱又はその他の感冒様症状を呈している者の入館制限を含む）

□入口及び施設内の手指の消毒設備の設置 

□マスクの着用（職員及び入館者に対する周知） 

□施設の換気（窓開け、換気扇、扇風機等） 

□施設の消毒 

入館制限 

□入館制限を行う場合には、待機や行列の場所を確保（床に待ち

位置を明示するなど、間隔を空けて密にならない工夫。館外の

場合には、熱中症対策など特段の配慮） 

□施設の面積・構造等に応じた、具体的な入館制限の基準の設定

□入館制限について県民の理解が得られるよう丁寧な説明（ホー

ムページ等での周知、当日の呼び掛けなど） 

□事前予約制の導入など、入館者の分散化による入館制限の回避

（症状のある人の 

入館制限） 

□発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入館し

ないように呼び掛け。状況によっては、発熱者を体温計などで

特定し入館を制限 

□万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意

しながら、入館者等の名簿を適正に管理 

共用物品・設備 

の消毒等 

□他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にす

る 

□複数の人の手が触れる場所を適宜消毒。特に、手や口が触れる

ものは、適切に洗浄消毒するなど特段の対応を実施 

□キャッシュレス決済の導入の推進 
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受付窓口等 
□受付窓口など、人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビ

ニールカーテンなどで遮蔽 

トイレ 

□便器内は、通常の清掃 

□不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を実施 

□トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示 

□ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備 

□ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止 

休憩スペース 

□一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにす

る 

□休憩スペースは、常時換気することに努める 

□共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に消毒 

□職員が使用する際は、入退室の前後に手洗いを実施 

ゴミの廃棄 

□鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛

る 

□ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用 

□マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手洗い 

清掃・消毒 

□市販の界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃 

□通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始

業後に清拭消毒 

□手が触れることがない床や壁は、通常の清掃 

個々の職員の対応 

□ユニフォームや衣服はこまめに洗濯 

□手洗いや手指消毒の徹底 

□マスク着用を励行 
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○ 県有施設（屋内スポーツ施設等）における感染防止対策（チェックリスト） 

項 目 チ ェ ッ ク 内 容 

接触感染の 

リスク評価 

□他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所と頻度を特定

□高頻度接触部位（テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のス

イッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇

口、手すり・つり革、エレベーターのボタンなど）には特に注意 

現
状
の
リ
ス
ク
評
価 

飛沫感染の 

リスク評価 

□換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持できる

か、施設内で大声などを出す場がどこにあるかなどを評価 

基本的な留意点 

□人との接触を避け、対人距離を確保（できるだけ２ｍを目安。床

に立ち位置を明示するなど密にならない工夫） 

□感染防止のための入館者の整理（密にならないように対応。発熱

又はその他の感冒様症状を呈している者の入館制限を含む） 

□入口及び施設内の手指の消毒設備の設置 

□マスクの着用（職員及び入館者に対する周知）ただし、運動中は

マスク着用による酸欠や熱中症を防ぐため、運動強度を落とし、

適宜呼吸を整えて、活動すること 

□施設の換気（窓開け、換気扇、扇風機等） 

□施設の消毒 

□１人当たりの利用時間に制限を設けるなど、通常時より短時間で

の利用とする。 

□利用者の事前の健康チェック実施の依頼（発熱、風症状の有無等）

□施設内での集団での懇談や飲食は控えさせる 

入館制限 

□入館制限を行う場合には、待機や行列の場所を確保（床に待ち位

置を明示するなど、間隔を空けて密にならない工夫。館外の場合

には、熱中症対策など特段の配慮） 

□施設の面積・構造等に応じた、具体的な入館制限の基準の設定 

□入館制限について県民の理解が得られるよう丁寧な説明（ホーム

ページ等での周知、当日の呼び掛けなど） 

□事前予約制の導入など、入館者の分散化による入館制限の回避 

（症状のある人の 

入館制限） 

□発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入館しな

いように呼び掛け。状況によっては、発熱者を体温計などで特定

し入館を制限 

□万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意し

ながら、入館者等の名簿を適正に管理 

共用物品・設備 

の消毒等 

□他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする 

□複数の人の手が触れる場所を適宜消毒。特に、手や口が触れるも

のは、適切に洗浄消毒するなど特段の対応を実施 

□キャッシュレス決済の導入の推進 
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受付窓口等 
□受付窓口など、人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニ

ールカーテンなどで遮蔽 

トイレ 

□便器内は、通常の清掃 

□不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を実施 

□トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示 

□ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備 

□ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止 

休憩スペース 

□一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする

□休憩スペースは、常時換気することに努める 

□共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に消毒 

□職員が使用する際は、入退室の前後に手洗いを実施 

ゴミの廃棄 

□鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛る

□ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用 

□マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手洗い 

清掃・消毒 

□市販の界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃 

□通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業

後に清拭消毒 

□手が触れることがない床や壁は、通常の清掃 

個々の職員の対応 

□ユニフォームや衣服はこまめに洗濯 

□手洗いや手指消毒の徹底 

□マスク着用を励行 

プール 

□プール内の換気を十分行うこと（窓の開放、換気扇等の設置等）

□プール内が密集しないよう適切な人数での利用 

□集団でのレッスン等については、当面の間、原則実施しない 

□監視員等による利用者の体調の確認を行うこと 

□大会等の主催者には参加者の健康状況のチェックを実施してもら

うこと 

体育館 

□すべての競技において接触を伴う行為を制限する 

□館内の換気を十分行うこと（窓の開放、換気扇等の設置等） 

□館内が密集しないよう適切な人数での利用 

□集団でのレッスン等については、当面の間、原則実施しない 

□大会等の主催者には参加者の健康状況チェックを実施してもらう

こと 

□利用者による扉等の接触部位の消毒 

□施設管理者による館内の定期的な消毒 
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トレーニングルー

ム 

□ルーム内の換気を十分行うこと（窓の開放、換気扇等の設置等）

□部屋が密集しないよう利用人数の制限 

□利用者同士の間隔（２ｍ）をあけること 

□利用者による運動器具の接触部位の消毒 

□施設管理者による室内の定期的な消毒 

スタジオ等の小運

動スペース 

□スタジオ内の換気を十分行うこと（窓の開放、換気扇等の設置等）

□部屋が密集しないよう利用人数の制限とその明示 

□利用者同士の間隔（２ｍ）をあけること 

□集団でのレッスン等については、当面の間、原則実施しない 
□利用者による扉等の接触部位の消毒 

□施設管理者による室内の定期的な消毒 

ロッカールーム 

□ルーム内の換気を十分行うこと（窓の開放、換気扇等の設置等）

□部屋が密集しないよう利用人数の制限とその明示 

□利用者同士が接触しないようロッカーの間隔をあけること 

□利用者による扉等の接触部位の消毒 

□施設管理者による室内の定期的な消毒 

□室外での待機間隔（２ｍ）の明示 

シャワールーム 

□ルーム内の換気を十分行うこと（窓の開放、換気扇等の設置等）

□部屋が密集しないよう利用人数の制限とその明示 

□利用者同士の間隔（２ｍ）をあけること 

□室外での待機間隔（２ｍ）の明示 
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（３）健康観察票＜静岡県＞ 
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（４）行動記録票＜静岡県＞ 
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（５）風評被害対策 事業者向けチェックリスト＜観光庁＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「観光関連産業における感染症風評被害対策マニュアル」＜国土交通省 観光庁（2009 年 12 月）＞
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３ 業種別ガイドラインを策定した業種・団体一覧 

  ＜出典：国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（第 14 回）資料＞ 
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４ その他（関連リーフレット） 

（１）静岡県内に帰省・来訪される皆様へ 
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（２）県民の皆様へ「新しい生活様式」の実践 
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参考資料

00202622
四角形
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１ 本ガイドラインについて 
 
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状

況分析・提言」（ 2020 年 5 月 4 日）においては、 
「今後、感染拡大 の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に

事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践す
ることが必要になる。社会にはさまざまな業種等が存在し、感染リスクはそれぞれ
異なることから、業界団体等が主体となり、また、同業種だけでなく他業種の好事
例等の共有なども含め業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業
界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯誤をしながら、また創意工夫をし
ながら実践していただくことを強く求めたい。」とされたところである。 
 
これを受け、同専門家会議の提言の中にある「各業種のガイドライン等の作成に

当たって求められる基本的な考え方や留意点の例」等に留意しながら、新型コロナ
ウイルス感染症の終息までの、旅行業における当面の対策をとりまとめたところで
ある。 
 
 なお、新型コロナウイルスの最新の知見、お客様のご要望、事業者側の受け入れ
体制等を踏まえて、本ガイドラインは随時見直すこととする。 
 
２ 具体的な対策の検討にあたっての考え方 
同専門家会議の提言にしたがって、対策の検討にあたっては、以下の点に留意し

た。 
・新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染と飛沫感染のそれぞ

れについて、従業員や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そ
のリスクに応じた対策を検討。 

・接触感染のリスク評価としては、他者と共有する物品やドアノブなど手が触れ
る場所と頻度を特定する。高頻度接触部位（旅行会社店舗内の家具・備品類、
接客カウンター・テーブル、パンフレットスタンド、椅子の背もたれ、ドアノ
ブ、電気のスイッチ、タッチパネル、レジ、手すり、エレベーターのボタン、
自動販売機など）には特に注意。 

・飛沫感染のリスク評価としては、換気の状況を考慮しつつ、旅行会社店舗内や
旅行中に人と人との距離がどの程度維持できるかや、施設内で大声などを出す
場がどこにあるかなどを評価。 

 
３ 具体的な感染防止対策 
（１）留意すべき基本原則と各場面の共通事項 
①留意すべき基本原則 
・従業員とお客様及びお客様同士との接触をできるだけ避け、対人距離を確保

（できるだけ２ｍを目安に）する。 
・感染防止のための来店人数の調整（店頭での旅行販売・相談業務、旅行申し込

み手続き時等に密にならないように対応。） 
・旅行会社店舗入口及び店舗内の手指の消毒設備の設置 
・マスクの着用（従業員及びお客様に対する周知） 
・店舗等の換気 
・商業施設内の店舗については、各商業施設のガイドランに準じた対策の実施 
・店舗内の定期的な消毒 
・お客様に旅行時の感染防止対策を周知・啓発し、対策の実行への理解と協力を

依頼する。 
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②各場面の共通事項 

 ア 旅行会社店舗内 

・パンフレットスタンドや他人と共用する物品などの頻回に触れる機会を減ら

す工夫をする。 

・複数の人の手が触れる場所を定期的に消毒する。 

・人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテン、フェイスシ

ールドなどで飛沫接触を防止する。 

・お客様や従業員がいつでも使えるようにアルコール等を店舗内に設置。 

・手洗いや手指消毒の徹底を図る。 

 

 イ 旅行中 

 お客様、旅行サービス提供事業者従業員の中に無症状感染者がいる可能性

があることを踏まえて、感染防止策を取る。 

 旅行業者が手配する旅行サービス提供事業者は、原則として適切な感染防

止対策を取っている事業者に限定する。 

 企画旅行においては、適切な感染防止対策の実施を含めた旅程管理を行う。 

 

 

４ 従業員等向けの対策 

（１）健康管理 

 従業員等に対し、出勤前に、体温や症状の有無を確認させ、具合の悪い者は自宅待

機とすること。また、勤務中に具合が悪くなった従業員も、直ちに帰宅させ、自宅

待機とすること。 

 添乗業務等、事業所を離れて業務を行う従業員・派遣社員等の健康管理に特に留

意し、万一添乗中の従業員等が体調不良となった場合の対応を予め準備すること。 

 発熱や具合が悪く自宅待機となった従業員の健康状態を毎日確認すること。症状

に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を指示すること。 

 体調不良の場合の自宅待機が当該従業員の負担や経済的な損失につながることの

ないよう、就業規則等の社内規程・運用において配慮すること。 

 

（２）通勤 

 在宅勤務（テレワーク）や時差出勤等、人との交わりを低減する取組については、

最低７割、極力８割という接触削減の目標の達成に向けて、①オフィスでの仕事

は、原則として自宅で行えるようにすること、②やむを得ず出勤が必要な場合も、

出勤者を７割は減らすこと、③取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減

らすなどの取組みを説明し、理解・協力を求めることなど、テレワークの推進に

ついて積極的に活用すること。 

 公共交通機関を利用する従業員等には、マスクの着用や、私語をしないこと等を

徹底すること。 

 

（３）勤務 

 従業員等に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗い、うがいを徹底するこ

と。また、手指消毒液を配置すること。 

 従業員等が、できる限り２メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、作業空

間と人員配置について最大限の見直しを行うこと。 
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 従業員等に対し、勤務中のマスク等の装着を促すこと。特に、複数名による打ち

合わせなど近距離、接触が不可避な場合には、これを徹底すること。 

 朝礼などは、小グループにて行う、伝達内容をモバイル端末等で伝えるなど、大

人数が一度に集まらないようにすること。その他、ロッカーを分ける等により、

混雑や接触を可能な限り抑制すること。 

 店舗における旅行販売・相談等、お客様と近接して会話することが必要な業務に

ついても、電話・オンライン販売への誘導、デジタルパンフレットによる事前案

内、来店を要する旅行契約手続き等の簡素化等、お客様との直接接触機会を極力

低減するよう業務の見直しを行うこと。 

 法人等への営業活動についても、可能な限り通信手段を利用した非対面の営業を

工夫し、商談時や移動時の感染リスクを低減すること。 

 添乗やあっせん業務等、事業所外での業務を行うときは、お客様およびサービス

提供事業者の従業員の中に無症状感染者がいる可能性があることを前提に、従業

員の感染防止行動を徹底すること。 

 他人と共用する物品や手が頻回に触れる機会を減らす工夫をすること。 

 ユニフォームや衣服はこまめに洗濯すること。 

 

（４）休憩・休息 

 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、屋外であっても２メートル以上の距離

を確保するよう努める、一定数以上が同時に休憩スペースに入らない、屋内休憩

スペースについては換気を行うなど、３つの密を防ぐことを徹底すること。 

 休憩室等での飲食についても、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、２メー

トル以上の距離を確保するよう努めること。施設の制約等により、これが困難な

場合も、対面で座らないようにすること。 

 休憩室等に設置されているテーブル、いす、自動販売機、給湯機等は、アルコー

ル等による清拭消毒を頻繁に行うこと。 

 

（５）設備・器具 

 業務中に従業員等が触れる機器について、従業員等が交代するタイミングを含め、

定期的に消毒を行うこと。 

 洗面所備品、トイレ、蛇口、ドアノブ、ゴミ箱、テーブル、椅子、電気のスイッ

チ、電話・コールセンターレシーバー、予約端末のキーボード・タッチペン、タ

ブレット、タッチパネル、手すり、エレベーターのボタンなどの共有設備につい

ては、頻繁に洗浄・消毒を行うこと。また、トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう

表示すること。 

 ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。 

 ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止する。 

 ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミがある場合はビニール袋に

密閉すること。ゴミの回収など清掃作業を行う従業員等は、マスクや手袋を着用

し、作業後に手洗いやうがいを徹底すること。 

 建物全体や個別の業務スペースの換気に努めること。 

 

（６）従業員等の意識向上 

 従業員等に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動変容を

促すこと。例えば、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表し

ている「人との接触を８割減らす１０のポイント」や「『新しい生活様式』の実践
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例」を周知するなどの取組を行うこと。 

 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員等やその関係者が、差別されるな

どの人権侵害を受けることのないよう、従業員等を指導し、円滑な社会復帰のた

めの十分な配慮を行うこと。 

 

５ お客様向けの対策 

（１）来店時 

 感染防止のため、電話やメールでの旅行相談、オンラインによる旅行申し込み

など非来店での旅行取引をお勧めする。 

 来店での旅行相談、旅行申し込み等を希望されるお客様には、集中防止のため

事前の来店予約を依頼する。 

 入口および店舗内に手指の消毒設備（アルコール等）を設置する 

 入店の際に手指の消毒を依頼する 

 店舗内では、マスクの着用を依頼する。 

 

（２）相談・申し込みカウンター   

①相談・申し込み待ち時 

 事前の来店予約を促進し、店舗内での待ち時間を可能な限り短くする。 

 間隔を空けた待ち位置の表示 等 

②相談・申し込み中 

 カウンターにアクリル板・透明ビニールカーテン、フェイスシールドなどを設

置し、旅行販売スタッフとお客様の間での飛沫感染を防止する。 

③申込書等の記入時 

・記入台、筆記具等の頻繁な清拭消毒 等 

④旅行代金の支払い、クーポン類の引き渡し 

 旅行代金の支払いは、振込やカード決済等、非来店・キャッシュレスを促進す

る。 

 後日発券のクーポン等は、電磁的方法による手交、または郵送等により、非来

店の促進を図る。 

 

（３）店舗内清掃 

 アルコール溶液や市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤溶液を用

いて清掃する。 

 通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭消毒

することが重要であり、ドアノブやエレベーターのボタン、階段の手すり、カ

ウンター、申し込み台、共用パソコンなどは、定期的にアルコール液で拭く。 

 手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。 

                                                                                                                          

（４）店舗内トイレ（※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。） 

 便器内は、通常の清掃で良い。 

 不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。 

 トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。 

 ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。 

 ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止する。 

 常時換気をオンにしておくなど換気に留意 
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６ 旅行業務取扱上における対策 

（１）単品（交通・宿泊など）（手配旅行） 

・ 手配する旅行サービス提供事業者が適切な感染防止対策を取っている事業者

であることを確認するよう、お客様に案内する。 

・ 手配する交通機関・宿泊等の業界等で安全対策が講じられているかをお客様が

認識して選定できるよう、必要に応じて情報提供などに配慮する。 

 

（２）フリープラン、ダイナミックパッケージ（宿泊のみの募集型企画旅行を含む） 

（募集型企画旅行） 

 募集型企画旅行において手配する旅行サービス提供事業者は、原則として適切

な感染防止対策を取っている事業者に限定する。 

 

（３）団体旅行（日帰りバスツアーを含む） 

（募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行） 

①旅行の企画 

 感染状況に応じた適切な旅行先の選定に留意 

 旅行の出発となる都道府県から、都道府県外への移動自粛の要請がなされ

ていないことを確認する。 

②企画の際の旅行サービス提供事業者等の選定 

 旅程に組み込む運送機関、食事箇所、観光施設、体験プログラム等について

は、事前に適切な感染防止対策を取っていることを確認する。 

③旅行実施判断（標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部 第 17、18 条関係） 

 感染状況の変化等により旅行の安全かつ円滑な実施が困難となった場合、

またはその困難となる可能性が大きい場合には、旅行の実施を中止する。 

 旅行開始後であっても、感染状況の変化によりその後の旅行の安全な継続

が困難となる可能性が大きいことがわかった場合は、旅行を中止し出発地

に引き返す。 

④旅行実施に関する助言（手配旅行） 

 感染状況の変化等により旅行の安全かつ円滑な実施が困難となった場合、

またはその困難となる可能性が大きい場合には、旅行の実施の是非を検討

するよう、旅行者（団体責任者）に助言する。 

 旅行開始後であっても、感染状況の変化によりその後の旅行の安全な継続

が困難となる可能性が大きいことがわかった場合は、旅行の継続の是非を

検討するよう、旅行者（団体責任者）に助言する。 

⑤三密リスクを下げる旅程管理 

ア 交通機関 

 旅程において利用する各交通機関のガイドラインに従った利用ができる

よう旅程管理する。 

イ 宿泊 

 宿泊施設においては各宿泊施設のガイドラインに従った利用ができるよ

う旅程管理する。 

ウ 観光 

 観光地では、団体メンバーが集まって「密」の状態を作らないよう、ガイ

ドレシーバーを利用したガイディング等を行う 

 観光入場施設では、入り口や施設内部での密集・密接を避けるため、小グ

ループに分け、時間差をつけた入場等の工夫を行う。 
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   エ 食事 

 食事においては、各場所のガイドラインに従った利用ができるよう旅程管

理する。 

 その他の場所での食事においても、食事中の飛沫感染を防ぐため、時間を

ずらす、椅子を間引くなどにより、距離の確保に留意。 

 食事施設の従業員との接触をできるだけ少なくすることに留意（従業員か

らの料理説明を説明メモに変更するなど） 

 人数が多い団体の場合は、昼食を弁当にするなどして、食事中の感染リス

クを低減する。 

  

⑥添乗員が付かない場合は、旅行サービス提供事業者と協力して旅程管理を行う。 

 

⑦お客様の健康管理、社員および添乗員等関係者の健康管理 

 出発前にお客様の体調確認（体温、体調チェック）を行い、発熱や感染の疑

いのある症状を呈しているお客様には、旅行参加を遠慮していただく。 

 旅行中に体調不良となったお客様は、旅行から離団し、他のお客様への感染

防止の対応を行うとともに、最寄りの保健所や医療機関に相談・受診できる

よう事前に準備する。 

 体調不良となり離団したお客様が、旅行の出発地または自宅等に戻るために

必要に応じた旅行サービスを手配できるよう準備する。 

 旅行中、要所要所での手洗い・うがいができるよう、適切な休憩場所等を選

択する。 

 旅行中、お客様にはマスクの着用を要請する 等 

 

●イベント・コンベンション 

・イベント・コンベンション業界の安全対策に準じること。 
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令和２年５月18日 

 

県民の皆様へ 

 

静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部長 

静岡県知事 川勝 平太  

 

新型コロナウイルス感染症対策としての 

「６段階警戒レベル別の行動制限」の実践への御協力のお願い 

 

 静岡県においては、県民の皆様の御努力により、感染のまん延が

抑えられ、現在、感染のまん延が限定的（感染限定期）になってい

ることに感謝申し上げます。 

感染症対策は、県民の皆様に、県の要請する行動制限に納得いた

だき、感染症対策としての行動制限を、県民一人ひとりに実行して

いただくことが対策の要と考えております。 

行動制限の決め方を明確にするため、県は、「６段階警戒レベルと

レベル毎の行動制限を決定・公表するシステム」（ふじのくにシステ

ム）を導入しました。 

「６段階の警戒レベルとレベル別の行動制限」は、別紙-１に示す

とおりです。現在は、「警戒レベル３」です。現在の行動制限の内容

は、別紙-２のとおりです。警戒レベルを２，１と下げていけるよう、

県民の全員参加で取り組んでいただきますよう御協力、御尽力をお

願いいたします。 

なお、このレベルの上げ下げについては、「静岡県新型コロナウイ

ルス感染症対策専門家会議」の意見をお聞きし、決定していきます。 
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新型コロナウイルス感染症対策としての 
「６段階警戒レベルとレベル毎の行動制限の御協力のお願い」について 
 

2020 年５月 18 日 

 静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部 
 

１ 警戒レベルとレベル別の行動制限の決定方法 

静岡県においては、県民の皆様の御努力により、感染のまん延が抑えら

れ、現在、感染が限定的な状態となっていることに感謝申し上げます。 

新型コロナウイルス対策は、県民の皆様全員参加で一人ひとりの行動を

変えていただくことが極めて重要です。 

静岡県がお願いする行動制限は、日常生活や経済活動（社会経済活動）

に負担をかけますが、行動制限は感染拡大防止に確実に効果があります。

一方、行動制限を緩和したことにより感染が拡大した場合は、医療提供体

制に負担を与え、また、社会経済活動への影響も大きくなります。 

したがって、これまでのように、県民の皆様に行動制限に御協力いただ

くことが極めて重要です。 

行動制限の内容は、その時々の県内の感染状況とともに、県外・国外の

感染状況によって変える必要があります。このため、静岡県は、「現在が、

どの程度の『警戒レベル』にあるか、そのレベルにおいては、どういう『行

動制限が必要か』」について、明確な判断基準に基づいて判断・決定する

システムをつくりました。 

静岡県は、この警戒レベル毎の行動制限に御協力いただきたく、お願い

申し上げます。今後は、「６段階警戒レベルとレベル毎の行動制限の決定

システム」である「ふじのくにシステム」を用いて、「警戒レベル」と、

そのレベルでの「行動制限」を発表してまいります。 
 

２ 「警戒レベルと行動制限」の発表日 

 毎週金曜日（必要なときは即日）に発表します。 
 
３ ５月 15日（金）現在の警戒レベル： 

「警戒レベル３（県内注意、県外警戒）」 

  このときの行動制限は、別紙－３のとおりです。 
 

４ お願い 

１で述べましたように、皆様一人ひとりの行動が、感染拡大防止対策の

要となります。それによって、警戒レベルをレベル２、レベル１と段階的

に下げていき、出口に近づいていくことになります。 

しかし、もし、県内でクラスター（集団感染）が発生するなど、感染拡

大の傾向が見られる場合は、レベルを上げることになります。ぜひとも、

油断することなく、過剰におそれることなく、警戒レベルに応じた適切な

行動をお願いいたします。 
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参考（いくつかの疑問にお答えします） 

 

（１）「県境を跨ぐ移動」について、なぜ、都道府県を５つの 7地域に分

けて、行動制限の内容を変えるのでしょうか？ 

自分が感染していることを知らない人（見えない感染者）に、「いかに

接近しないか」、「接近しても、うつらないように気をつけるか」が大事

です。「見えない感染者」が市中にどのくらいの確率でいるかということ

が重要です。その確率は、地域により異なります。（別の言い方をすると、

見えない感染者へ出会う確率）によって、行動制限を変えることが必要で

す。 

 イ、静岡県は、確率が相対的に低い。 

 静岡県では、現在まで、累計の感染者数、人口１人当たりの累計感染

者数がともに少なく、感染した人も県外の方との接触がもとになってい

る場合が多い。また、感染の疑いがあってＰＣＲ検査をした人の陽性率

も低い水準にあります。（静岡県では、疑いのある人には、本人が拒否

しない限り、全員にＰＣＲ検査を実施しています。最近２週間（５月２

日～16日）の陽性率は 1,206 人に対し、０％） 

 疑いのある人でも０％なので、疑いのない人の陽性率も０に近いと想

定されます。（注）ただし、あくまで 1,206 人に対してであり、検査の

精度もあり、真の陽性率は分かりません。 

 ロ、都道府県によっては、感染の疑いがあってもＰＣＲ検査を受けられ

なかった人がいる地域や、感染者総数が多い地域がある。 

このような地域では、見えない感染者が市中にいる可能性が、静岡県

より高いと言えます。 

   このように、見えない感染者が市中にいる確率は、地域によって異

なりますので、確率が高い地域の人との接触は避けるなど、各地域の状

況を踏まえた行動をとることが重要です。 

（２）警戒レベルを下げて行動制限を緩めると、第２波が心配です。 

 第２波を完全には防げませんので、低い水準に押さえ込むことが重要で

す。 

 第２波にはいろいろな形があると思います。感染の波は、地域によって

大きさも発生原因も異なります。したがって、「第２波」は「静岡の第２

波」を考えることが必要です。 

静岡県では、２月 28 日に最初の陽性者が出て、４月上旬をピークにし、

その後は、新規感染判明者数は減り、５月２日以降はゼロとなっています。
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このことから、静岡県では第１波については、感染の大きなまん延を防ぐ

ことができ、現在は、感染は限定的になったと言えます。 

これから静岡で懸念される第２波は、「県内の感染者の発生はとりあえ

ず抑えられたが、行動制限を緩和したことによって感染防止努力、行動変

容が変化し、感染機会が増え、また感染拡大の新たな波が発生する」とい

うものです。 

 静岡にいる「見えない感染者」がいる確率は、相当低いと思われますの

で、第２波は、県内在住者からの起因ではなく、県外を起因にするものに

より発生する可能性が高いと思われます。 

よって、県内・県外の感染状況を常に注視しながら（注）、県内は「新しい

生活様式」など感染に注意した行動を取り、県外との関係に気をつければ、

静岡で第２波、第３波が発生したとしても、小さな波に抑えることは可能

と思います。もう少し先を考えると、海外からの来訪も緩和されます。海

外からのウイルスの再度の持ち込みによる波にも気をつける必要がありま 

す。 

次の波を低く抑え込むためには、油断しないことが大事です。 

 

（注）新規感染者数、ＰＣＲ検査の陽性率、クラスターの発生の有無、感染経路不明者の人数と

割合などの指標を監視・評価する。 
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県内 県外 国外 県内評価 県外評価 国際評価

6

5

【警戒】

【注意】

【日常】 【日常】 【日常】 ほぼ終息

「６段階警戒 レベル」と「レベル毎の行動制限」（新型コロナウィルス感染症対策）

レ
ベ
ル

警戒レベル 基本的行動内容

県内移動に関する行動制限 県境・国境を跨ぐ移動に関する行動制限

禁止を要請

【特別警戒】 厳しい休業要請。外出自粛 原則不可

【都市封鎖級】
感染まん延期

外出禁止を要請

休業要請。不要不急の外出は控える
（やむを得ず外出の場合は３密の回避な
ど「新しい生活様式」を徹底）

感染休止期

4 【警戒】 【警戒】 感染移行期 県内者の県外移動は回避（注１）
県外者へは自粛の徹底を要請

【注意】 感染限定期 ３密を回避を含む「新しい生活様式」の
徹底

県内者の県外への移動は対象地域に応じ
判断（注２）
県外者へは一部近隣県を除き自粛を要請
（注３）

感染限定期
【ほぼ日常】 【注意】

県内者は県外への移動をできる限り回避
県外者へは一部近隣県を除き自粛を要請
（注３）

1-1
【ほぼ日常】 【ほぼ日常】 ３密をできる限り回避。基本的な感染対

策の励行。感染弱者へ配慮
感染休止期

県境を越える移動可。ただし、感染者の
多い地域への移動/同地域からの移入は注
意

３密を極力回避。基本的な感染対策（注
４）の励行など「新しい生活様式」を心
がける。感染弱者へ配慮

0-1
【日常】

【日常】
（出入国

　　制限あり）
【注意】

一部地域にお
いては感染が
終息していない

国内・国外のどことの関係でも行動制限
無し

国内・国外のどことの関係でも行動制限
無し

（注１）県境を跨ぐ移動については、対象地域を分類せず、国内全域を一律「回避」とする。

（注２）対象地域の感染状況に応じ、行動を選択する。感染移行期以上にある地域への移動は「回避」とする。（警戒レベル毎に県が更新・発表）

（注３）一部近隣県とは「累計感染者数が少なく、感染が限定的な近隣県」。この県との県境を跨ぐ往来は新しい生活様式の徹底のもと
　　　　可とする。

（注４）基本的感染対策：身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いなど

感染終息

県内に関する行動制限無し
国内の全域
が感染終息

国内に関する行動制限無し
国外との行動制限が一部有り

3

2

1

1

（別紙-1）

国
外
は
警
戒
以
上

感染移行期
　　以上

（感染状況が
厳しい地域の
状況等を評
価）

多数又は複数
の国・地域に
おいて感染が
拡がっている
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　　　　　　　　　　到着
地
　　　　　　　　　（ａ～ｅ）
出発地
（①～⑤）

ａ）静岡県
ｂ）累計感染者数が少
なく、感染が限定的な
近隣県

ｃ）累計感染者数が少
なく、感染が限定的な
中長距離都道府県

ｄ）累計感染者数が多
いが、現在は感染が限
定的な都道府県　等

ｅ）特定警戒都道府県

①静岡県

 ①静岡県民がａ）、
  ｂ）、ｃ）、ｄ）、ｅ）に行
  く場合

新しい生活様式の徹底 新しい生活様式の徹底
（控え目に）

できる限り回避 回避 回避を徹底

②累計感染者数が少
なく、感染が限定的な
近隣県

　②から静岡県へ来る
　方へ

　自粛を要請しない
　（静岡県内では新しい生
活様式の徹底をお願いす
る）

　②は
　山梨県

－ － －

③累計感染者数が少
なく、感染が限定的な
中長距離都道府県

　③から静岡県へ来る
　方へ

　できる限り自粛を要
請

－
　③は
　①、②、④、⑤以外
  の県

－ －

④累計感染者数が多
いが、現在は感染が限
定的な都道府県　等
　（注３）

　④から静岡県へ来る
　方へ

　自粛を要請

（注３）等とは、その都
道府県の方針により④
とするもの

－

　④は
　愛知県、石川県、
　福井県、長野県、
　岐阜県、三重県、
　滋賀県、富山県、
　愛媛県、福岡県

　（注２）　　　　（注１）

（注１）５月１８日、中部
圏知事会共同メッセー
ジで、県境を跨ぐ不要
不急の移動の自粛を申
し合わせたため④とし
た。

⑤特定警戒都道府県

　⑤から静岡県へ来る
　方へ

　自粛の徹底を要請

－ －
（注２）愛媛県は、過去
２週間以内にクラス
ターが発生したため。

　⑤は
　北海道、埼玉県、
  千葉県、東京都、
  神奈川県、　京都府、
  大阪府、兵庫県

（別紙２）
県境を跨ぐ人の移動の制限の内容（警戒レベル３　「県内注意」「県外警戒」のとき）

２０２０年５月１８日現在                                     　　　～静岡県独自のもの～
 変化があり次第、時点更新します。
 （注意：この評価は、あくまで静岡県独自のものである。県外に行く場合は、到着地や経由地が、県外者にどういう行動制限をしているかを確認してください）
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（別紙－３） 

５月 15日現在の 

「警戒レベル３（県内注意、県外警戒）」のときの行動制限 

 

◎県内移動に関する行動制限 

３密を避けるなど「新しい生活様式」（別添）を徹底してください。 

◎県境を跨ぐ移動に関する行動制限 

１ 本県を出発する皆様へ 

  以下の訪問先別の行動制限をお願いいたします。この内容は、あくま

で静岡県の独自の評価によるものであり、外出の検討にあたっては、訪

問先の県等が発表している行動制限を尊重してください。 

（１）全ての外出について、「新しい生活様式」（身体的距離の確保、マ

スクの着用、手洗いをはじめとする感染予防行動）を徹底してくだ

さい。 

（２）山梨県への訪問には制限を求めません。 

（「新しい生活様式」を徹底のもと可とする） 

〔ｂ）累計感染者数が少なく感染が限定的な近隣県〕 

（３）北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵

庫県には、訪問を「徹底して回避」してください。 

〔ｅ）緊急事態宣言により指定された特定警戒都道府県〕 

（４）愛知県、石川県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀

県、愛媛県、福岡県へは、やむを得ない場合を除き、「訪問を回避」

してください。 

（５）上記（２）から（４）以外の県については、「できる限り訪問を回

避」してください。 

２ 本県を訪問される皆様へ 

（帰省する方、旅行者へは、県民の皆様からも呼びかけてください。） 

（１） 山梨県の皆様には、本県への訪問の自粛を要請しません。 

（「新しい生活様式」を徹底のもと可とする） 

（２） 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵

庫県の皆様には、本県への「訪問の自粛の徹底」をお願いします。 

（３） 愛知県、石川県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀

県、愛媛県、福岡県の皆様には、本県への訪問の「自粛」をお願い

します。 

（４） 上記（１）から（３）以外の県の皆様には、本県への訪問の「でき

る限り自粛」をお願いします。 

（５） 県民の皆様には、他都道府県から訪問される方が、既に感染してい

るかもしれないという意識をお持ちいただき、「新しい生活様式」

の徹底のほか、「３つの密」が集まる場所に行かない、作らないな

ど、感染予防対策の徹底をお願いします。 
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■ 策定協力機関（順不同） 

○ 公益社団法人静岡県観光協会 

  ○ 静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合 

  ○ 一般社団法人静岡県旅行業協会 

  ○ 静岡県立大学 大学院 経営情報イノベーション研究科付属 ツーリズム研究センター 

  ○ 株式会社リョケン 

 

■ 参考文献 

  ○  「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」 

     ＜2020 年 5 月 4 日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議＞ 

○ 「観光関連産業における感染症風評被害対策マニュアル」 

     ＜国土交通省 観光庁（2009 年 12 月）＞ 

○ 「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル（宿泊施設用）」 

     ＜岐阜県観光国際局（令和２年３月（初版））＞ 
 

○ 「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第１版）」 

     ＜全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会／日本旅館協会／全日本シティホテル連盟（2020年５月14日）＞ 

  ○ 「ホテル業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」 

＜日本ホテル協会（初版 2020.5.14）＞ 

○ 「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第１版）」 

     ＜日本旅行業協会／全国旅行業協会（2020 年５月 14 日）＞ 

 

 

 

 

 

 

 
- 77 - 



- 45 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症 

に関する対応指針 

＜宿泊施設・観光施設用＞ 

令和２年５月（初版） 

静岡県スポーツ・文化観光部 

観光交流局 観光政策課 


